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第３回学識者懇談会を踏まえた委員意見の
【案】への反映結果について



第３回懇談会を踏まえた主な委員意見と【案】への反映結果①

1

頁 意見等 回答
整備計画【案】
の修正の有無

P29 

資料－３-１の８頁（本文P29）の津波対策について、地震予報や津波予報は気象台が
発表することから、“気象台と連携して”という文言が入っていれば、より理解しやすい
のではないか。

気象台に限らず色々な関係機関と連携しながら今後対応していくことになるので、
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正しました。
■修正箇所：【案】P29、14行目

「なお、東日本大震災を踏まえて制定された「津波防災地域づくりに関する法律
※２

（平成23年12月27日施行）」の枠組み等に基づき、関係機関等と連携・協力し、肝属川
に係わる必要な措置を実施していく必要があります。」

有

P29 

資料－３-１の８頁（本文P29）の東日本大震災を踏まえた法律に基づく必要な措置とは、
どのようなことをやるのか分かり易くする工夫が必要ではないか。

津波防災地域づくりに関する法律に基づく必要な措置がイメージし易いよう、以下の
とおり修正しました。
■修正箇所：【案】P29、14行目 他

「なお、東日本大震災を踏まえて制定された「津波防災地域づくりに関する法律
※２

（平成23年12月27日施行）」の枠組み等に基づき、関係機関等と連携・協力し、肝属川
に係わる必要な措置を実施していく必要があります。」

※2 津波防災地域づくりに関する法律（抄）（第１条目的より）
この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心
して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全（以下「津波防災地域づくり」
という。）を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び
財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計
画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形
成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、
津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域にお
ける一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、もっ
て公共の福祉の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

有

P17 
他

資料－３-１の３１頁（本文P17)の写真タイトルに書いてある河川の距離標について、
３k９００という表記をしているが、３．９kmと書いた方がわかりやすいのではないか。

距離標を○．○kmと表記すると距離延長と勘違いされることが考えられるため、他河
川での記載例も参考に、○k○○○という表現に統一しました。
■修正箇所：【案】P17、写真1.2.12・写真1.2.13、写真1.2.14タイトル 他

写真1.2.12 肝属川右岸8k000付近堤内地浸水状況
写真1.2.13 肝属川左岸10k000付近堤内地浸水状況

なお、○k○○○の意味が分かるように距離標が出てくる必要箇所に説明を追記する
こととしました。
■修正箇所：【案】P12、P13 他

P12：※高山川2k300とは肝属川合流点から2.3km地点のこと（他の支川も同様に肝属
川合流点からの距離を示す）

P13：※肝属川18k200とは河口から18.2km地点のこと

有



第３回懇談会を踏まえた主な委員意見と【案】への反映結果②
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頁 意見等 回答
整備計画【案】
の修正の有無

P69

資料－３-１の２８頁（本文P69）に関係住民という言葉がでてくるが、関係住民だけでは
ＮＰＯのように特定された限られた団体のような感じがするので、地域をいれて関係地
域住民とした方が、地域が主体的に取り組んでいくというようなイメージを描きやすい
のではないか。

関係住民と書いているのは特定の者を意識しているわけはなく、法律的な言葉として
使っていましたが、ご指摘を踏まえ、再度全体を見て、「地域住民」に修正することとし
ました。
■修正箇所：【案】P69、2行目
「河川整備の実施にあたっては、地域住民の意見を反映しつつ、県・市町等の関係機
関と連携・協力し、治水・利水・環境のそれぞれの目標が調和しながら達成されるよう、
総合的な視点で整備を進めます。」

有

P86 

資料－３-１の１６頁（本文P86）に“住民ひとりひとり”という言葉が出てくるが、“一人ひ
とり”と書くのが普通である。

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正しました。
■修正箇所：【案】P86、19行目
「これらの取り組みを通じて、流域全体で水質保全に対する住民一人ひとりの意識の
向上や着実な水質保全及び改善が図られるように努めます。」

有



資料－３-１の８頁（本文P29）の津波対策について、地震予報や津波予報は気象台が発表するこ
とから、“気象台と連携して”という文言が入っていれば、より理解しやすいのではないか。

意見

【案】への修正箇所

気象台に限らず色々な関係機関と連携しながら今後対応していくことになるので、ご指摘を踏まえ、
以下のとおり修正しました。

■修正箇所：【案】P29、14行目
「なお、東日本大震災を踏まえて制定された「津波防災地域づくりに関する法律※2（平成23年12月

27日施行）」の枠組み等に基づき、関係機関等と連携・協力し、肝属川に係わる必要な措置を実施し
ていく必要があります。」

3

計画本文への追記・修正結果①（P29）



肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会時に提示） 肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会後に追記・修正）

計画本文への追記・修正結果①（P29）
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資料－３-１の８頁（本文P29）の東日本大震災を踏まえた法律に基づく必要な措置とは、どのよう
なことをやるのか分かり易くする工夫が必要ではないか。

意見

計画本文への追記・修正結果②（P29）

【案】への修正箇所

津波防災地域づくりに関する法律に基づく必要な措置がイメージし易いよう、以下のとおり修正し
ました。

■修正箇所：【案】P29、14行目 他
「なお、東日本大震災を踏まえて制定された「津波防災地域づくりに関する法律※2（平成23年12月

27日施行）」の枠組み等に基づき、関係機関等と連携・協力し、肝属川に係わる必要な措置を実施し
ていく必要があります。」

※２ 津波防災地域づくりに関する法律（抄） （第１条目的より）
この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の

整備、利用及び保全（以下「津波防災地域づくり」という。）を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身
体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における
特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施
設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築
物の建築等の制限に関する措置等について定め、もって公共の福祉の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的
とする。
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肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会時に提示） 肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会後に追記・修正）

計画本文への追記・修正結果②（P29）
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資料－３-１の３１頁（本文P17)の写真タイトルに書いてある河川の距離標について、３k９００という
表記をしているが、３．９kmと書いた方がわかりやすいのではないか。

意見

【案】への修正箇所

距離標を○．○kmと表記すると距離延長と勘違いされることが考えられるため、他河川での記載
例も参考に、○k○○○という表現に統一しました。

■修正箇所：【案】P17、写真1.2.12・写真1.2.13、写真1.2.14タイトル 他
写真1.2.12 肝属川右岸8k000付近堤内地浸水状況
写真1.2.13 肝属川左岸10k000付近堤内地浸水状況

なお、○k○○○の意味が分かるように距離標が出てくる必要箇所に説明文を追記することとしま
した。

■修正箇所：【案】P12、P13 他
P12：※高山川2k300とは肝属川合流点から2.3km地点のこと（他の支川も同様に肝属川合流点

からの距離を示す）
P13：※肝属川18k200とは河口から18.2km地点のこと

7

計画本文への追記・修正結果③（P17 他）



肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会時に提示） 肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会後に追記・修正）

計画本文への追記・修正結果③（P17）
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肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会時に提示） 肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会後に追記・修正）

計画本文への追記・修正結果③（P12）
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肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会時に提示） 肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会後に追記・修正）

計画本文への追記・修正結果③（P13）
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資料－３-１の２８頁（本文P69）に関係住民という言葉がでてくるが、関係住民だけではＮＰＯのよ
うに特定された限られた団体のような感じがするので、地域をいれて関係地域住民とした方が、地域
が主体的に取り組んでいくというようなイメージを描きやすいのではないか。

意見

【案】への修正箇所

関係住民と書いているのは特定の者を意識しているわけはなく、法律的な言葉として使っていまし
たが、ご指摘を踏まえ、再度全体を見て、「地域住民」に修正することとしました。

■修正箇所：【案】P69、2行目
「河川整備の実施にあたっては、地域住民の意見を反映しつつ、県・市町等の関係機関と連携・

協力し、治水・利水・環境のそれぞれの目標が調和しながら達成されるよう、総合的な視点で整備を
進めます。」

11

計画本文への追記・修正結果④（P69）



肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会時に提示） 肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会後に追記・修正）

計画本文への追記・修正結果④（P69）
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資料－３-１の１６頁（本文P86）に“住民ひとりひとり”という言葉が出てくるが、“一人ひとり”と書く
のが普通である。

意見

【案】への修正箇所

ご指摘を踏まえ、以下の通り修正しました。

■修正箇所：【案】P86、19行目
「これらの取り組みを通じて、流域全体で水質保全に対する住民一人ひとりの意識の向上や着実

な水質保全及び改善が図られるように努めます。」

13

計画本文への追記・修正結果⑤（P86）



肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会時に提示） 肝属川水系河川整備計画【案】（第３回懇談会後に追記・修正）

計画本文への追記・修正結果⑤（P86）
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